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再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン
の改訂について

 再エネの導入による温室効果ガス排出削減効果の評価に当たっては、二酸化炭素を排出しない
使用時だけではなく、ライフサイクル全体を考慮した削減量を評価する、いわゆるライフサイクルアセ
スメント（LCA）にも着目することが重要。

 このため、環境省は、平成25年3月に、「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関す
るLCAガイドライン」（以下「LCAガイドライン」という。）を策定。

 昨今の輸入バイオマスの利用拡大に伴い、今般、輸入バイオマスを活用する事業者もLCAの観点
から自らの事業を評価することができるよう、LCAガイドラインについて、輸入バイオマスに関する内
容を拡充させる等の改訂を実施。

 なお、LCAガイドライン自体は、

① 事業者の自主的なプロセス改善、環境情報開示に当たり必要となる、温室効果ガス削減見
込みや実際の削減量を算定するための１つの「物差し」の提示

② 各種補助事業等に再生可能エネルギー関連事業者が応募等する際、温室効果ガス削減見
込みが一定以上であることの確認・評価の促進

を目的としたものであるが、その上で、昨年度の資源エネルギー庁バイオマス持続可能性WGにおい
て、FIT制度下におけるバイオマス燃料のライフサイクルGHGの算定に当たって、活動量の把握方
法や排出係数の設定等については、環境省ガイドラインを参考とできる旨が整理されている。
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LCAガイドライン改訂の概要

 輸入バイオマスを中心に、再エネのライフサイクルGHG排出量の算定方法に関する最新の知見を
反映。これに伴い、輸入バイオマスを対象とした新たなパート（第IV部‐②）を追加。

第IV部‐②の構成

追加

LCAガイドライン全体の構成
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LCAガイドラインにおける活動量の把握方法や排出係数の設定に関する
情報提供の例

 FIT制度で活用が想定される活動量の把握方法や排出係数の設定に関しては、参考となるデー
タを一覧性のある形で情報提供している。

活動量の把握方法に係る情報の提供例
（ガイドライン第Ⅳ部-② p.36）

排出係数の設定に係る情報の提供例
（ガイドライン第Ⅳ部-② p.54）


